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2はじめに

◼ 応札不足対応における取引スケジュールの変更については、2026年度に前日取引化を実現することを目指し検討
を行っており、第39回本小委員会（2023年6月1日）においてお示ししたとおり、アンケートおよびヒアリング等により、
調整力提供者や一般送配電事業者とのコミニュケーションを取った結果として、「システム面」および「振り分け入札」
での観点からは対応可能な見通しとなった。

◼ 一方、「業務量」の観点からは、調整力提供者が応札量の算定を行うにあたってのスケジュールがタイトであり、必要
となる時間を如何に確保するかが継続検討課題となっていたところ。

◼ 今回、この点について深掘り検討を行ったため、ご議論いただきたい。



3（参考） 需給調整市場における検討課題

出所）第40回需給調整市場検討小委員会（2023年6月29日）参考資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_40_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_40_haifu.html


4（参考） 第39回需給調整市場検討小委員会資料

出所）第39回需給調整市場検討小委員会（2023年6月1日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_39_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_39_haifu.html
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１．取引スケジュール変更に関する検討状況

２．実務検討

✓ 応札締切時間のみを後ろ倒す場合

✓ 応札締切時間および下げ代不足時の対応を後ろ倒す場合

✓ 応札開始時間を前倒す場合

３．今後の進め方

４．まとめ

目次
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１．取引スケジュール変更に関する検討状況

２．実務検討
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✓ 応札締切時間および下げ代不足時の対応を後ろ倒す場合

✓ 応札開始時間を前倒す場合

３．今後の進め方

４．まとめ
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7取引スケジュール変更に関する検討状況について

◼ 第39回本小委員会までの議論により、「業務量」以外の項目については対応可能と整理を行ったところ。

◼ 一方で、調整力提供者が応札量算定に要する時間をどのように確保するかについて、引き続き検討を行うとしていた
ことから、この点について検討を行った。

項目 第39回本小委員会までの整理事項 今回の論点

起動特性
当面まずもっては容量市場リクワイアメントにおいて、起動特性に関する課題は
対応可能

－

リソースの事前確保
起動済リソースの持ち下げ供出分ΔkWも期待でき、追加起動が可能であれば
対応可能

－

システム・業務制約
（BG）

システム面
システム改修要件が早期に提示されることを条件に2026年度
初めからの対応可能

－

業務量
調整力提供者の応札量算定時間を、如何に確保するかに
ついて深堀検討

必要な時間をどの様に
確保するか

振り分け入札
システム化あるいは一定の割り切りを行うことで、振り分け入札
を行うことは可能

－

システム・業務制約
（TSO）

システム面 2026年度初めから対応可能となる見込み －

【前日取引化の検討状況】



8本資料における検討の全体像について

◼ 調整力提供者の応札量算定時間を確保するための方法として、第39回本小委員会において、前日14時の応札
締切時間の後ろ倒しが可能か否かの深掘り検討を行う旨をお示しした。

◼ その際、スポット市場約定から応札量算定までの処理において、極力待ち時間を無くす観点から前日12時の応札
開始時間（同時刻に募集量を公開）を前倒すことも有効ではないかとのご意見も頂いたところ。

◼ これらを踏まえ、下記の3ケースにおいて、最も影響を受けると想定される「下げ代不足時の対応※」が可能か否かに
ついて検討を行った。

【検討ケース】

内容 着眼点

ケース①

応札締切時間：後ろ倒し

下げ代不足時の対応は可能か

下げ代不足時の対応：現行通り

ケース②

応札締切時間：後ろ倒し
下げ代不足時の対応が後ろ倒しとなることによる影響はどうか
（後ろ倒しが可能かどうか）

下げ代不足時の対応：後ろ倒し

ケース③

応札締切時間：現行通り
（応札開始時間：前倒し）

一般送配電事業者の募集量の算定が可能か

下げ代不足時の対応：現行通り

※第39回本小委員会では「需給ひっ迫時の対応」についても影響がある旨をお示ししたが、詳細確認の結果、本対応においては需給調整市場の約定結果
を使用していないことから、本施策による影響は軽微と考え、検討の対象外とした



9

前日

現行
フロー

ケース①

ケース②

ケース③
下げ代不足対応

（参考） 検討ケースと業務への影響イメージ

12時 14時 17時16時15時

需給調整市場
約定

下げ代不足対応

需給調整市場
応札締切

需給調整市場
入札開始

（募集量公開）

約定処理募集量算定

供出量算定

SP市場
約定

約定処理募集量算定

供出量算定

約定処理募集量算定

供出量算定

下げ代不足対応

募集量算定

供出量算定

14時

約定処理 下げ代不足対応

14時

：TSO業務：BG業務

12時

17時（変更なし）

17時

BG計画策定

BG計画策定

BG計画策定※

BG計画作成

：対応時間増加 ：対応時間減少 ※BG計画の締切時間は変更しない

下げ代対応
締切

12時（変更なし）

12時（変更なし）

17時（変更なし）14時（変更なし）



10（参考） 第39回本小委員会における意見（一部抜粋）

◼ スポット市場約定から応札量算定までの処理において、極力待ち時間を無くす観点から前日12時の入札開始時間
を前倒すことも有効ではないかとのご意見を頂いた。

第39回本小委員会 議事要旨抜粋

• 3点コメントさせていただきたい。1点目は24ページの入札受付時間について、12時から14時の2時間限定というこ
とで、こちらは今、後ろ倒しの議論について言及いただいているが、記載の断面では色々な業務が錯綜しているという
のが実務メンバーの実感かと認識している。前日取引を前提とした場合、スポット市場が約定した結果を踏まえて次
のステップに移るという実務の流れを考えると、12時からではなく、例えば10時からという、いわゆるJEPXのスポットの
約定結果が出たらすぐに動けるようなシームレスな状態の運用を考えておけば、先程の後ろが詰まるという議論に対
しても、前で処理ができると後ろが詰まり難いというメリットが生まれると考え、12時まで待って作業を止めておくという
ことがないようにされてはいかがかと考える。（以降、省略）
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◼ 下げ代不足時の対応としては、前日17時頃までに「電源Ⅲ」・「バイオマス」および「太陽光・風力（オフライン事業者
に限る）」事業者に対し出力制御指示を行っている。

（参考） 下げ代不足時の対応（優先給電ルール）スケジュール

出所）第24回系統WG（2019年12月5日）資料1-4をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/024_01_04.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/024_01_04.pdf


12（参考） 第39回需給調整市場検討小委員会資料

出所）第39回需給調整市場検討小委員会（2023年6月1日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_39_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_39_haifu.html
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１．取引スケジュール変更に関する検討状況

２．実務検討

✓ 応札締切時間のみを後ろ倒す場合

✓ 応札締切時間および下げ代不足時の対応を後ろ倒す場合

✓ 応札開始時間を前倒す場合

３．今後の進め方

４．まとめ

目次



14（ケース①）応札締切時間のみを後ろ倒す場合について（1/2）

◼ 応札締切時間のみを後ろ倒す場合においては、「下げ代不足時の対応」が可能か否かが論点となる。

◼ 現行の対応フローを踏まえると、時間的裕度が無く、仮に30分程度の後ろ倒しであっても、前日17時頃までに行う
再エネ事業者等※への出力制御指示が間に合わなくなると考えられる。

①：約定ブロックの30分化を見据えた場合、60分程度必要 ②：下げ代不足エリアの増加による組み合わせ処理の複雑化のため、30分以上要する可能性あり

③：抑制量の算出および抑制対象事業者の選定のため、60分程度必要 ④：インターネット回線で送信するため、30分程度必要

【下げ代不足時の対応】
※「電源Ⅲ事業者」、「バイオマス事業者」、「太陽光・風力（オフライン事業者に限る）」が対象

前日

現行
フロー

30分後
ろ倒し

14時 17時16時15時

需給調整市場
約定

②長周期
組み合わせ

需給調整市場
応札締切

①約定処理

14時 17時（変更なし）

下げ代対応
締切

③再エネ抑制量等
算出

④制御指示

14.5時
0.5H

下げ代不足対応

②長周期
組み合わせ

①約定処理
③再エネ抑制量等

算出
④制御指示

制御指示が間に合わない

16時15時

需給調整市場
約定

15.5時

下げ代対応
締切

需給調整市場
応札締切

（募集量公開）

0.5H



15（ケース①）応札締切時間のみを後ろ倒す場合について（2/2）

◼ 一方で、現在、再エネ事業者に対し制御量低減の観点から、より実需給に近い断面での柔軟な調整が可能であり、
必要時間帯のみの制御が可能であるオンライン制御※の拡大（オンライン化を促す取り組み）やオンライン代理制御
といった取り組みを進めているところ。

◼ また、本来的には、卸電力市場における経済差替等により電源Ⅲ等の抑制（市場メカニズムでの抑制）が行われ、
一般送配電事業者による下げ代不足対応の業務量が低減することが望ましい。

◼ これら取り組みの推進によって、今後、前日制御の対象事業者数が減少（前日の出力制御指示自体が減少）し、
応札締切時間の後ろ倒しが可能になるとも考えられる。

◼ しかしながら、オンライン化に向けた課題もあり、2026年度までにオンライン化が完了する見込みは立っていないこと、
ならびに、オンライン化の対象となっていない現行の電源Ⅲ事業者やバイオマス事業者等への前日指示は一定程度
必要であり、業務量の大幅な低減は期待できないところ。

◼ これらを踏まえると、ケース①での対応は困難であると考えられる。

※オンライン事業者への前日指示はHP等で実施可能性等を公表するのみ（実際の制御指示は実需給の数時間前）



16（参考） 再エネ設備のオンライン化の状況（2022年8月末時点）

出所）第43回系統WG（2022年11月30日）参考資料1-1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/043_s01_01.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/043_s01_01.pdf


17（参考） オンライン化の促進

出所）第33回系統WG（2021年11月12日）資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/033_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/033_01_00.pdf


18（参考） オンライン化に向けた取組

出所）第33回系統WG（2021年11月12日）資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/033_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/033_01_00.pdf


19（参考） オンライン化に向けた課題

出所）第33回系統WG（2021年11月12日）資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/033_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/033_01_00.pdf


20（参考） オンライン代理制御

出所）第23回系統WG（2019年10月8日）資料6
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/023_06_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/023_06_00.pdf


21（参考） オンライン代理制御導入後の出力制御区分（1/2）

オフライン事業者のうち、旧ルールの
500kW以上の事業者については、
当面の間は本来制御（停止あり）
を行うこととなっている。

◼ オンライン代理制御導入により、本来制御（停止操作あり）のオフライン事業者は旧ルールの500kW以上の発電
事業者へ限定されることとなった。また、これらの事業者についても、オンライン事業者の割合が十分になった後には、
オンライン代理制御へ移行することとなっている。

出所）第35回系統WG（2021年12月15日）資料2をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/035_02_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/035_02_00.pdf


22（参考） オンライン代理制御導入後の出力制御区分（2/2）

出所）第35回系統WG（2021年12月15日）資料2
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/035_02_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/035_02_00.pdf
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１．取引スケジュール変更に関する検討状況

２．実務検討

✓ 応札締切時間のみを後ろ倒す場合

✓ 応札締切時間および下げ代不足時の対応を後ろ倒す場合

✓ 応札開始時間を前倒す場合

３．今後の進め方

４．まとめ

目次



24（ケース②）応札締切時間および下げ代不足時の対応を後ろ倒す場合について

◼ 応札締切時間および下げ代不足対応を後ろ倒す場合においては、再エネ事業者等への出力制御指示の後ろ倒し
が必要となる。

◼ この点、現在の運用に至った経緯も踏まえた検討が必要となるため、下記の項目について確認を行った後に、実施の
可否について検討を行った。

項目 着眼点

Ⅰ ルール面 どの様なルールとなっているか

Ⅱ 運用実態 実際にどのような運用をしているか

Ⅲ 必要となる対応 どのような対応が必要となるか



25（ケース②）Ⅰ．ルール面

◼ 再エネの出力制御については、再エネ特措法施行規則により、一般送配電事業者から制御指示があった場合、
発電事業者はその指示に従い発電設備の出力制御を行うことが定められている。

◼ また、これを実施するための条件として、制御指示を”前日”までに行うことが必要となっている。

◼ これらを踏まえると、ルール面からは制御指示を”前日”の範囲内で後ろ倒すことは可能と考えられる。

第十四条（抜粋）
八 特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、
当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ 特定契約電気事業者が、回避措置を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電
事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合（特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる
太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、
第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制（蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下こ
のイ及びロからニまでにおいて同じ。）を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事
業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合）において、特定契約申込者（太陽光発電設備又は風力
発電設備を用いる者に限る。以下このイにおいて同じ。）は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制
を行うこと（原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。）、当該抑制により生じた損害の補償を
求めないこと（特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定
契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合
理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。）及び当該抑制を行うため
に必要な体制の整備を行うこと。



26（ケース②）Ⅱ．運用実態

◼ 実際の運用において一般送配電事業者は再エネ事業者に対し、前日夕方に以下の2つの方法により制御指示を
行っている。

✓ オフライン事業者：電話およびメールにより指示（システムから自動送信）

✓ オンライン事業者：自らのHP等で実施可能性等を公表（実際の制御指示は実需給の数時間前）

◼ このうち、オフライン事業者については現地で人間系により操作を行うため、実効性担保の観点（操作者の手配）
から、前日段階で制御指示を確実に伝える必要がある。

◼ このため、各エリアの一般送配電事業者は、系統WGにおける議論を経て、各発電事業者への通知・説明を行った
うえで、前日の16時から17時の間（営業時間内）で制御指示を出すこととしている。

制御種別 制御方法

オフライン制御 一般送配電事業者が電話・メールにより指令を行い、発電事業者自らが発電設備を操作

オンライン制御 一般送配電事業者から発電設備を遠隔制御

【出力制御イメージ】

一般送配電
事業者

発電設備

発電設備
現地で操作電話・メール

遠隔制御

（オフライン事業者）

（オンライン事業者）

制御指示を確実に伝える必要があり、17時までに行っている

発電事業者



27（ケース②）Ⅲ．必要となる対応

◼ 現在、一般送配電事業者は各発電事業者との間で制御指示（給電指令）に応じてもらうための給電申合書や
覚書等（以下、契約）を締結している。

◼ このため、仮に制御指示時間を後ろ倒す場合は、一般送配電事業者と発電事業者間での契約の再締結等が必
要となる。

◼ また、契約の再締結等の対応が必要となる事業者は、エリアにより違いはあるものの、現在進めているオンライン化や
オンライン代理制御の取り組みを踏まえたとしても、数千から数万社となる。



28（ケース②）実施の可否について

◼ ルール面からは前日段階での制御指示を求められているのみであり、前日の範囲内での制御指示の後ろ倒しは可能
と考えられる。

◼ 一方、再エネ等の制御指示回数が大幅に増加し、軽負荷期を中心に全国的に下げ代が不足している現状を踏ま
えると、安定供給維持の観点から一般送配電事業者からの制御指示に対し確実に応動してもらう必要がある。

◼ このような状況下において、制御指示の実効性の観点から定めた、現行の制御指示の通知時間を後ろ倒すことは、
安定供給に支障をきたす可能性も否定できないところ。

◼ また、業務量の観点からは数千から数万の事業者との契約の再締結等が必要となり、大きな影響も想定される。

◼ これらを踏まえると、ケース②についてはルール面からは実施可能であるが、現実的な取り組みではないと考えられるの
ではないか。

項目 確認結果

Ⅰ ルール面 前日の範囲内での後ろ倒しは可能

Ⅱ 運用実態 実効性の観点から前日の16時～17時の間で制御指示を行っている

Ⅲ 必要となる対応 数千から数万の事業者との契約の再締結等が必要となる



29(参考) 再エネ出力制御の実施状況

出所）第46回系統WG（2023年5月29日） 資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/046_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/046_01_00.pdf


30

１．取引スケジュール変更に関する検討状況

２．実務検討

✓ 応札締切時間のみを後ろ倒す場合

✓ 応札締切時間および下げ代不足時の対応を後ろ倒す場合

✓ 応札開始時間を前倒す場合

３．今後の進め方

４．まとめ

目次



31（ケース③）応札開始時間を前倒す場合について

◼ 第39回本小委員会において、調整力提供者はスポット市場での約定結果を踏まえ、需給調整市場への応札量の
算定を開始することを踏まえると、応札開始（募集量の公開）時間を前倒すことにより、シームレスな動きが可能と
なり結果的に応札量算定時間を短縮できるのではないかとのご意見を頂いた。

◼ 本来的には調整力提供者は募集量多寡に関わらず、応札量算定時点での余力を需給調整市場へ応札することが
望ましい行為とも考えられるところ。

◼ この点、第39回本小委員会でお示しした通り、本施策により調整力提供者は応札量を一次～三次①と三次②
に振り分けたうえで応札することを踏まえると、応札開始（募集量の公開）時間を前倒すことによる効果があるとも
考えられる。

◼ 一方、応札開始（募集量の公開）時間を前倒す場合、一般送配電事業者の募集量の算定時間が短縮される
ことにもなることから、下記の2つの観点から検討を行った。

項目 着眼点

Ⅰ 期待される効果 どの様な効果が期待できるか

Ⅱ 一般送配電事業者の対応
一次～三次①の募集量の算定時間の短縮は可能か

三次②の募集量の算定時間の短縮は可能か



32(参考) 振り分け入札（1/2）

出所）第35回需給調整市場検討小委員会（2023年1月24日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_35_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_35_haifu.html


33(参考) 振り分け入札（2/2）

出所）第39回需給調整市場検討小委員会（2023年6月1日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_39_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_39_haifu.html
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前日

現行
フロー

ケース③

（ケース③）Ⅰ．期待される効果

◼ 前述のとおり、本施策導入後は調整力提供者は応札量を一次～三次①と三次②に振り分けた上での応札が必要
となり、この振り分け入札については、第39回本小委員会でお示ししたとおり、供出可能量を分類のうえ算出する
など、一定の割り切りのもと行われることも想定されている。

◼ このような対応においては、一次～三次①および三次②それぞれの募集量情報も振り分け入札の検討材料になると
考えられ、これら公開を早めることにより予見性が高まり、他作業と同時並行で行う等の対応も可能となる（調整力
提供者が工夫する余地が生まれる）ことから、応札量算定に要する時間の短縮に寄与するのではないか。

FIT特例①
通知

6時

SP供出量
検討

10時

SP
入札

SP
約定

12時

需給調整市場
入札開始

（募集量公開）

14時

需給調整市場
応札締切

供出量算定
振り分け検討

15時

需給調整市場
約定

BG計画策定

3.5h程度

FIT特例①
通知

6時

SP供出量
検討

10時

SP
入札

SP
約定

12時

需給調整市場
入札開始

14時

需給調整市場
応札締切

15時

需給調整市場
約定

BG計画策定

募集量
公開

3.5h程度

供出量算定
振り分け検討

約定処理

約
定 約定処理

：対応時間増加

約
定



35（参考） 振り分け入札と募集量の関係性

◼ 調整力提供者が供出可能量を一次～三次①と三次②に分類するにあたり、最も経済的となるのは売れ残りが発生
しないケースだと考えられる。

◼ このためには、一次～三次①と三次②それぞれの約定見込み（予見性）を想定することが重要となり、このための
判断材料として、それぞれの募集量がどの程度あるのかといった情報は有益な情報となるのではないか。

8 9 13 14 [円/kWh]

[kWh]

（供出可能量算定時）

供出可能量（140）
を分類する必要あり

※一次～三次①と三次②のどちらにも入札可能な複合リソースの場合

70
70

3030

100100

100

70
60

募集量

一次～三次①

応札量

7080

募集量

三次②

応札量

売れ残り

（分類例）

6060

募集量 応札量

8080

募集量 応札量

募集量の多寡は有益な情報となり、公開を早めることにより事前に
戦略や方針を立てることが可能となるのではないか。

売れ残りを減らすためには



36（参考） 取引スケジュール変更後の募集量

◼ 効率的な調達を踏まえたうえでの取引スケジュール変更後の調達量については検討中ではあるものの、前日12時の
追加調達判断のタイミングで前日取引における必要量（例えば1σ相当または3σ相当）を決定することになる。

◼ このため、日ごとに募集量が大きく変わることも考えられ、こういった点からも募集量がどの程度あるのかといった情報は
振り分け入札等の検討を行うにあたり、より有益な情報となるのではないか。

出所）本小委員会（2023年8月17日）資料２



37（ケース③）Ⅱ．一般送配電事業者の対応（１／２）

◼ 一方で、応札開始（募集量の公開）時間の前倒しを行った場合、一般送配電事業者の募集量の算定時間が
短縮されることから、これに伴う対応可否についての検討が必要となる。

◼ まず、一次～三次①については、GC以降の誤差実績をもとに算定されることから、予め算定することが可能であり、
募集量の公開を前倒すことは可能である。

◼ 他方、三次②については募集量を算定するにあたり、前日~GCまでの誤差実績に基づき作成された必要量テーブル
に加え、前日断面（募集量を公開する当日）での再エネ予測値が必要となることから時間的な制約が発生する。

◼ また、三次②についてはエリア間の不等時性を考慮した共同調達も行っており、各一般送配電事業者が連携をとり
ながら募集量を算定しており、これに要する時間も考慮のうえ、対応可否を検討する必要がある。

日付 時刻 予測 実績

4/1

1コマ目 ●● 〇〇

… … …

48コマ目 ▲▲ △△

4/2 ・・・ ・・・ ・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・

（一次～三次①）

【募集量算定イメージ】

誤差実績から算定

（三次②）

誤差実績から必要量
テーブルを作成

＋

再エネ予測値
（募集量公開当日）

Aエリア

＋

Bエリア

4月
ブロック1

(0時～3時)

ブロック2

(3時～6時)

ブロック3

(6時～9時)

ブロック4

(9時～12時)

ブロック5

(12時～15

時)

ブロック6

(15時～18

時)

ブロック7

(18時～21

時)

ブロック8

(21時～24

時)

0～10% 5.5 7.9 10.9 14.0 17.1 20.1 23.2 85.1

10～20% 0.0 72.0 145.0 218.1 291.2 364.3 36.6 0.0

20～30% 0.0 53.8 326.6 497.0 667.5 278.7 46.6 0.0

30～40% 0.0 144.8 708.1 1271.5 1241.3 108.9 56.6 0.0

40～50% 0.0 18.0 621.0 1147.1 1038.5 329.7 66.7 0.0

50～60% 0.0 138.8 533.8 1022.7 1207.6 1159.0 35.0 0.0

60～70% 0.0 40.3 612.2 1100.9 1589.7 1293.1 23.8 0.0

70～80% 0.0 97.9 522.5 907.4 1347.1 1154.2 12.7 0.0

80～90% 0.0 104.0 432.9 943.2 1104.4 1015.2 107.2 0.0

90～100% 0.0 54.3 628.7 979.0 1021.6 1064.3 50.0 0.0

4月
ブロック1

(0時～3時)

ブロック2

(3時～6時)

ブロック3

(6時～9時)

ブロック4

(9時～12時)

ブロック5

(12時～15

時)

ブロック6

(15時～18

時)

ブロック7

(18時～21

時)

ブロック8

(21時～24

時)

0～10% 5.5 7.9 10.9 14.0 17.1 20.1 23.2 85.1

10～20% 0.0 72.0 145.0 218.1 291.2 364.3 36.6 0.0

20～30% 0.0 53.8 326.6 497.0 667.5 278.7 46.6 0.0

30～40% 0.0 144.8 708.1 1271.5 1241.3 108.9 56.6 0.0

40～50% 0.0 18.0 621.0 1147.1 1038.5 329.7 66.7 0.0

50～60% 0.0 138.8 533.8 1022.7 1207.6 1159.0 35.0 0.0

60～70% 0.0 40.3 612.2 1100.9 1589.7 1293.1 23.8 0.0

70～80% 0.0 97.9 522.5 907.4 1347.1 1154.2 12.7 0.0

80～90% 0.0 104.0 432.9 943.2 1104.4 1015.2 107.2 0.0

90～100% 0.0 54.3 628.7 979.0 1021.6 1064.3 50.0 0.0

⇒予め算定が可能

エリア間の不等時性を考慮した共同調達における募集量を算定

⇒募集量公開当日の再エネ予測値が必要となることから、時間的制約あり。
また、共同調達による算定となるため、時間を要する。



38（参考） 三次②共同調達

出所）第20回需給調整市場検討小委員会（2020年12月11日） 資料2
http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_20_haifu.html

http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html


39（参考） 2023年度の共同調達対象エリア

出所）第35回需給調整市場検討小委員会（2023年1月24日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_35_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_35_haifu.html


40（ケース③）Ⅱ．一般送配電事業者の対応（２／２）

◼ 前述のとおり三次②募集量を算定するにあたり、前日（募集量公開当日）の再エネ予測値が必要となる。具体的
には一般送配電事業者がFIT再通知を行うためのFIT特例①予測値（前日6時までに実施）および一般送配電
事業者がスポット市場へ入札するためのFIT特例③予測値（前日10時までに入札）が必要となる。

◼ これらを踏まえた現行のタイムスケジュールは下図のとおりとなっており、共同調達における実務対応手順の見直しや、
一部業務を同時並行で行う等の工夫により、30分程度の前倒しは可能※となる見込み。

【三次②募集量算定フロー】

前日

現行
フロー

手順
見直し

同時
並行

6時 12時11時9時

FIT①
予測

応札開始
（募集量公開）

10時

FIT特例①通知 FIT特例③入札

FIT③
予測

SP
入札

単独募集
量共有

共同調達
募集量算定

募集量
登録

FIT①
予測

FIT③
予測

SP
入札

単独募集
量共有

共同調達
募集量算定

12時11.5時

募集量
登録

FIT①
予測

FIT③
予測

SP
入札

単独募集
量共有

共同調達
募集量算定

募集量
登録

12時11.5時

見直し

同時並行

※ 平常時に限る（トラブル発生時などは募集量公開が遅れることも有り得る）



41

１．取引スケジュール変更に関する検討状況

２．実務検討

✓ 応札締切時間のみを後ろ倒す場合

✓ 応札締切時間および下げ代不足時の対応を後ろ倒す場合

✓ 応札開始時間を前倒す場合

３．今後の進め方

４．まとめ

目次



42今後の進め方

◼ ケース①については、オンライン制御の拡大やオンライン代理制御といった取り組みを進めたとしても、本施策の導入を
目指す2026年度時点での大幅な業務量の低減は見込めないことから、実施は困難であると考えられる。

◼ ケース②については、ルール面からは実施可能であるが、安定供給に支障をきたす可能性も否定できず、また数千～
数万の事業者との契約の再締結等が必要となることを踏まえると、現実的な取り組みではないと考えられる。

◼ ケース③については、現行の業務フローの見直しにより、30分程度の前倒しが可能となる見込みであり、これによって
調整力提供者が他作業と同時並行で行う等の対応も可能となる（調整力提供者が工夫する余地が生まれる）
ことから、応札量算定に要する時間の短縮に寄与することが期待される。

◼ これらを踏まえ、一般送配電事業者および調整力提供者ともに現行の業務フローからの工夫（見直し）が必要と
なるものの、ケース③を主軸として2026年度からの前日取引化について国とともに検討を進めることとしてはどうか。

内容 検討結果

ケース①
応札締切時間：後ろ倒し 2026年度時点での大幅な業務量の低減は見込めないことから、

実施は困難であると考えられる下げ代不足時の対応：現行通り

ケース②

応札締切時間：後ろ倒し 安定供給に支障をきたす可能性も否定できず、
また数千~数万の事業者との契約の再締結等が必要となることを踏まえる
と、現実的ではないのではないか下げ代不足時の対応：後ろ倒し

ケース③

応札締切時間：現行通り
（応札開始時間：前倒し）

一般送配電事業者における現行の業務フローの見直しにより、
30分程度の前倒しが可能となる見込みであり、応札量算定に要する
時間の短縮に寄与することが期待される

下げ代不足時の対応：現行通り



43

１．取引スケジュール変更に関する検討状況

２．実務検討

✓ 応札締切時間のみを後ろ倒す場合

✓ 応札締切時間および下げ代不足時の対応を後ろ倒す場合

✓ 応札開始時間を前倒す場合

３．今後の進め方

４．まとめ

目次
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◼ 調整力提供者が応札量算定に要する時間をどの様に確保するかについて検討を行った。

＜ケース①について＞
✓ オンライン制御の拡大やオンライン代理制御といった取り組みを進めたとしても、本施策の導入時点での大幅な業務量の低減は

見込めないことから、実施は困難であると考えられる

＜ケース②について＞
✓ ルール面からは実施可能であるが、安定供給に支障をきたす可能性も否定できず、また必要となる対応（契約再締結等）が

膨大であることを踏まえると、現実的な取り組みではないと考えられる

＜ケース③について＞
✓ 一般送配電事業者における現行の業務フローの見直しにより30分程度の前倒しが可能となる見込みであり、これによって調整力

提供者が他作業と同時並行で行う等の対応も可能となる（調整力提供者が工夫する余地が生まれる）ことから、応札量算定
に要する時間の短縮に寄与することが期待される

＜今後の進め方＞
✓ 一般送配電事業者および調整力提供者ともに現行の業務フローからの工夫（見直し）が必要となるものの、ケース③を主軸とし、

2026年度からの前日取引化について国とともに検討を進める

前日

ケース③
下げ代不足対応約定処理募集量算定

供出量算定

：TSO業務：BG業務

12時

BG計画策定※

：対応時間増加 ：対応時間減少 ※BG計画の締切時間は変更しない

17時（変更なし）14時（変更なし）11.5時


